
 
掲  示（平成２２年度 弱電設備管理運用業務） 

 
一般競争入札（簡易型総合評価落札方式）について次のとおり掲示する。 

なお、本業務に係る決定及び契約締結は、当該業務に係る平成２２年度予算が成立し、 
予算示達がなされることを条件とします。 

 
 
１．掲 示 日    平成２２年２月２６日（金） 
 
２．掲示責任者    分任契約職 

（財）海洋博覧会記念公園管理財団    
         海洋博公園管理センター 
                  センター長      新 里 隆 一            
 
３．担 当 課    〒９０５－０２０６ 沖縄県国頭郡本部町字石川４２４番地 
                  （財）海洋博覧会記念公園管理財団 

海洋博公園管理センター 施設課  
                  電話  ０９８０－４８－２７４１ 
         ＦＡＸ ０９８０－４８－３３３９ 
 
４．業務の概要 
  (1) 業 務 名  平成２２年度 弱電設備管理運用業務 
  (2) 業務場所    沖縄県国頭郡本部町字石川４２４番地 
                  国営沖縄記念公園 海洋博覧会地区内 
  (3) 業務内容    建築物及び工作物等に付帯する弱電設備等（プラネタリウム・スライ

ド機器、映像、音響設備等）の運転・監視及び点検、修理等の維持管

理を行うものである。 
  (4) 概算数量 
                  配置予定技術者（有資格者を含む） 年間延べ  約 2500人 
                  修理費                 年間概算一式 約 3,500,000円 
  (5) 業務期間    平成２２年４月１日 ～ 平成２３年３月３１日    １ヶ年間 
  (6) 本業務は、業務実施計画等に関する技術資料を受け付け、価格以外の要素と価格を  
総合的に評価して落札者を決定する簡易型総合評価落札方式である。 

  (7) 本業務の、全ての入札者は第１回の入札書に記載される入札金額に対応した業務費
内訳書を提出すること。ただし以下の点に留意すること。 

     1) 入札は紙入札とし、参加者は業務費内訳書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間      
に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘して提出すること。 

     2) 業務費内訳書の内容は、員数、単価及び種目、科目、中目及び内訳明細に相当       
する項目に対応するものの単位、員数、単価及び金額を表示する。（様式自由） 

 (8) 本業務の支払いは、前払い金は無し、既済部分払い５回／年及び完了払いとする。 
  (9) 落札者の本業務引継期間は、落札日翌日から平成２２年３月３１日（水）までとす

る。 
 



５．技術資料を提出する対象者に係る事項（技術資料提出参加者） 
  (1) 沖縄県内に本店・支店又は営業所を有すること。会社更生法（平成１４年法律第１  
５４号）に基づき更生手続開始の申立が成されている者又は民事再生法（平成１１年

法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが成されている者でないこと。 
 (2) 次に掲げる基準を満たす業務責任者及び配置予定技術者を本業務に配置し、専属・

常駐を求められる者については、会社に所属している証明（雇用保険被保険者証の写

し）を提出すること。 
   1) 業務責任者は、本業務と類似する内容の熟練者で、公園利用者へのサービスや安

全管理の面から専属・常駐であること。 
   2) 配置予定技術者は、プラネタリウム・スライド機器、映像、音響設備等の運転・

監視、点検、故障対応等が可能な者であること。 
     3) 本業務に必要な技術者の免許・資格等は以下のとおりとする。 

◎ プラネタリウム機器取扱い熟練者 
○ 電気工事士 
○ 家電製品エンジニア「AV情報家電」 
○ 上記資格に類似又は相当する資格等 

 注）◎は常駐、○は専属でなくてもよい。 
  (3) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する資本関係又は人  
的関係がないこと。 

     1) 資本関係 
        以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生   

手続が存続中の会社の関係で有る場合は除く。 
      (ア)  親会社と子会社の関係にある場合。 
      (イ)  親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。 
     2) 人的関係 
        以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社の一方が   

更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。 
(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合。 
(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合。 

3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合、上記 1)又 2)と同視しうる     
資本関係又は人的関係があると認められる場合。 

 
６．技術資料の作成及び提出に係る事項 
  (1) 技術資料作成要領の交付 
     1) 交付期間  平成２２年２月２６日（金）から平成２２年３月４日（木）までの

毎日、午前９時から午後５時まで。 
     2) 交付場所    （財）海洋博覧会記念公園管理財団  

海洋博公園管理センター 総務課 総務係 契約担当 
                    〒９０５－０２０６ 沖縄県国頭郡本部町字石川４２４番地  
                    電話    ０９８０－４８－２７４１ 
    ＦＡＸ ０９８０－４８－３３３９ 
     3) 入手方法    交付場所で直接受領するものとする。なお、技術資料作成要領及び         

様式は技術資料交付期間に受領するものとする。 
     4) 費  用    実費 



(2)参加表明書提出期限 
「５．技術資料を提出する対象者に係る事項」を満たし、技術資料を提出しよう

とする者は、６．(1) 2)の交付場所にて技術資料作成要領を入手し、同封された｢参
加表明書｣を平成２２年３月４日（木）の午後５時までに同交付場所へ持参、郵送（必

着）、ＦＡＸのいずれかで通知するものとする。 
  (3) 技術資料の提出方法 
     1) 技術資料の作成は、技術資料作成要領に基づき作成するものとする。 
     2) 提出方法は、持参もしくは郵送（郵送については、提出期限日必着とする）。 
     3) 受付期間は、平成２２年３月５日（金）から平成２２年３月１１日（木）までの

毎日、午前９時から午後５時まで。 
     4) 受付場所    （財）海洋博覧会記念公園管理財団 

海洋博公園管理センター 総務課 総務係 契約担当 
                    〒９０５－０２０６ 沖縄県国頭郡本部町字石川４２４番地  
                    電話    ０９８０－４８－２７４１ 
    ＦＡＸ ０９８０－４８－３３３９ 
     5) 提出部数    正３部とする。 
 
７．その他 
  (1) 手続きについての問い合わせ等 
       問い合わせは、技術資料提出期限の前日までに質問状により受付場所へ持参又は

郵送（書留）により行うものとし様式は自由とする。ただし、持参する場合は、問

い合わせ期間中毎日午前９時から午後５時までに行うものとする。 
質問に対する回答は、参加表明書を提出した者、全てに対してＦＡＸにより行う。 

  (2) 技術資料の審査基準日は、技術資料提出期限日とする。 
 
 
 
 
 
    平成２２年２月２６日 
 
                    分任契約職 

                    （財）海洋博覧会記念公園管理財団    
海洋博公園管理センター    
センター長  新 里 隆 一 


